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・利益相反に関する事項について 
研究グループが公的資⾦以外に製薬企業などからの資⾦提供を受けている場 
合に、臨床研究が企業の利益のために⾏われているのではないか、あるいは臨床 
研究の結果の公表が公正に⾏われないのではないか（企業に有利な結果しか公 
表されないのではないか）などといった疑問が⽣じることがあります。これを利 
益相反（患者さんの利益と研究グループや製薬企業などの利益が相反している 
状態）と呼びます。この研究の利害関係については、群⾺⼤学利益相反マネジメ 
ント委員会の承認を得ております。また、この研究過程を定期的に群⾺⼤学利益 
相反マネジメント委員会へ報告などを⾏うことにより、この研究の利害関係に 
ついて公正性を保ちます。 
 
 【問合せ・苦情等の相談窓⼝（連絡先）】 
  職名   群⾺⼤学医学部附属病院 集中治療部 助教       
  ⽒名   杉本健輔       
  連絡先  027-220-8698       
 
・相談窓⼝では、問合せ・苦情等の他、次の事柄について受け付けています。 
（１）研究計画書および研究の⽅法に関する資料の閲覧（⼜は⼊⼿）ならびに 
その⽅法 ※他の研究対象者の個⼈情報および知的財産の保護等に⽀ 
障がない範囲内に限られます。 
（２）研究対象者の個⼈情報についての開⽰およびその⼿続（⼿数料の額も含 
まれます。） 
（３）研究対象者の個⼈情報の開⽰、訂正等、利⽤停⽌等について、請求に応 
じられない場合にはその理由の説明 
（４）研究対象者から提供された試料・情報の利⽤に関する通知 
①試料・情報の利⽤⽬的および利⽤⽅法（他の機関へ提供される場合は 
その⽅法を含む。） 
②利⽤し、または提供する試料・情報の項⽬ 
③利⽤する者の範囲 
④試料・情報の管理について責任を有する者の⽒名または名称 
⑤研究対象者またはその代理⼈の求めに応じて、研究対象者が識別され 
る試料・情報の利⽤または他の研究機関への提供を停⽌すること、お 
よびその求めを受け付ける⽅法 


